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第２期鹿児島市中心市街地活性化基本計画 新旧対照表（傍線赤文字部分は変更箇所） 

 

変  更  後 変  更  前 

 

３．中心市街地の活性化の目標 

［１］～［３］略 

［４］目標値の設定 

１．目標①「街なかのにぎわい創出と回遊性の向上」 

 表略 

（１）略 

（２）第２期基本計画に盛り込まれた各種施策の実施等による歩行者通行量の増加 

1)中央町１９・２０番街区市街地再開発事業 

ｱ)住宅の整備 

本事業で計画している住戸数から、現在の戸数を除いて、本市の平均世帯員数を基に、新たに居住する方の

人数を推計すると、 

・（１３９戸－１５戸） × ２．３人／世帯 ≒ ２８５人 

新たに居住される方が、歩行者通行量調査地点を２か所／日通過する（往復）と見込むと、 

・２８５人 × ２か所／日 ＝ ５７０人／日 

となり、住宅の新設による新規居住者によって増加する歩行者通行量は、５７０人／日となる。 

 

ｲ)商業・業務等機能の整備 

中央町１９・２０番街区の商業・業務等機能の床面積が、現在の約９，５００㎡から約１３，０００㎡に増

えることによる歩行者通行量の増加分を、隣接する商業・業務施設アエールプラザ（中央町２２番街区市街地

再開発事業）の開業前後の歩行者通行量の変化から推計する。 

アエールプラザの開業前後の歩行者通行量は、直結する５地点の計で、 

・１３，９４２人／日（平成１８年）→１６，００３人／日（平成２２年） 

となっており、開業前後で１４．８％増えている。 

今回の再開発事業においても、歩行者通行量に同様の影響を与えると推定する。 

使用するデータは、 

・店舗の規模：現在は約９，５００㎡、開業後は約１３，０００㎡で、増えるのは 

 約３，５００㎡、３６．８％増 

・影響を受ける歩行者通行量の基準値は、中央町１９・２０番街区と直結する５地点の平成２４年合計値で

ある１９，５３１人／日 

・開業によって歩行者通行量に与える影響は前出の１４．８％ 

これを基に算出すると、 

・１９，５３１人／日 × １４．８％ × ３６．８％ ≒ １，０６４人／日 

となり、増加する歩行者通行量は、１，０６４人／日となる。 

→事業期間の延長により、本基本計画期間内における効果が見込めないため、目標値の積み上げから除く。（事

業完了後には上記相当の効果を想定。） 

 

2)略 

 

3)東千石町１２番街区整備事業 

路外駐車場及びバスチケット販売所等を営んでいる当該地に、商業、飲食機能と美術館を併設した拠点施設

及び立体駐車場を整備する。 

当該地の現在の年間利用者数は約５０万人であり、整備後の目標として１５０万人の年間利用を掲げている。

 

３．中心市街地の活性化の目標 

［１］～［３］略 

［４］目標値の設定 

１．目標①「街なかのにぎわい創出と回遊性の向上」 

 表略 

（１）略 

（２）第２期基本計画に盛り込まれた各種施策の実施等による歩行者通行量の増加 

1)中央町１９・２０番街区市街地再開発事業 

ｱ)住宅の整備 

本事業で計画している住戸数から、現在の戸数を除いて、本市の平均世帯員数を基に、新たに居住する方の

人数を推計すると、 

・（１３９戸－１５戸） × ２．３人／世帯 ≒ ２８５人 

新たに居住される方が、歩行者通行量調査地点を２か所／日通過する（往復）と見込むと、 

・２８５人 × ２か所／日 ＝ ５７０人／日 

となり、住宅の新設による新規居住者によって増加する歩行者通行量は、５７０人／日となる。 

 

ｲ)商業・業務等機能の整備 

中央町１９・２０番街区の商業・業務等機能の床面積が、現在の約９，５００㎡から約１３，０００㎡に増

えることによる歩行者通行量の増加分を、隣接する商業・業務施設アエールプラザ（中央町２２番街区市街地

再開発事業）の開業前後の歩行者通行量の変化から推計する。 

アエールプラザの開業前後の歩行者通行量は、直結する５地点の計で、 

・１３，９４２人／日（平成１８年）→１６，００３人／日（平成２２年） 

となっており、開業前後で１４．８％増えている。 

今回の再開発事業においても、歩行者通行量に同様の影響を与えると推定する。 

使用するデータは、 

・店舗の規模：現在は約９，５００㎡、開業後は約１３，０００㎡で、増えるのは 

 約３，５００㎡、３６．８％増 

・影響を受ける歩行者通行量の基準値は、中央町１９・２０番街区と直結する５地点の平成２４年合計値で

ある１９，５３１人／日 

・開業によって歩行者通行量に与える影響は前出の１４．８％ 

これを基に算出すると、 

・１９，５３１人／日 × １４．８％ × ３６．８％ ≒ １，０６４人／日 

となり、増加する歩行者通行量は、１，０６４人／日となる。 

 

 

 

2)略 

 

3)東千石町１２番街区整備事業 

路外駐車場及びバスチケット販売所等を営んでいる当該地に、商業、飲食機能と美術館を併設した拠点施設

及び立体駐車場を整備する。 

当該地の現在の年間利用者数は約５０万人であり、整備後の目標として１５０万人の年間利用を掲げている。
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この増える１００万人のうち、観光客を１４．３％相当の１４．３万人、新機能である美術館の利用者を１５

万人と推計し、計２９．３万人を中心市街地への新たな来街者と見込むと、 

・２９．３万人 ÷ ３６５日 ≒ ８０３人 

新たな来街者が歩行者通行量調査地点を２か所／日（往復）通過すると見込むと、 

・８０３人 × ２か所／日 ＝ １，６０６人／日 

となり、増加する歩行者通行量は、１，６０６人／日となる。 

※ 観光客の占める割合１４．３％の算定は、６３ページを参照 

→事業期間の延長により、本基本計画期間内における効果が見込めないため、目標値の積み上げから除く。（事

業完了後には上記相当の効果を想定。） 

 

4)～6)略 

 

7)その他（歩行者通行量の増加が見込まれる事業） 

以下の事業の実施により見込まれる効果を積み上げて、指標の目標値を設定する。 

・コミュニティビジョン推進事業 

・外国人観光客受入事業 

・超低床電車購入事業 

・コミュニティサイクル運営事業 

（３）～（４）略 

 

２．目標②「都市型観光の振興」 

 表略 

（１）略 

（２）第２期基本計画に盛り込まれた各種施策の実施等による年間入込観光客数の増加 

1)略 

 

2)中央町１９・２０番街区市街地再開発事業 

中央町１９・２０番街区市街地再開発事業の新規商業床による来客数は、隣接するアエールプラザ（中央町

２２番街区市街地再開発事業）の単位床面積当たりの来客数を参考に推計する。 

アエールプラザの単位床面積当たりの来客数は、 

・来客数３３万人 ÷ 店舗面積２，０２８㎡ ≒ １６３人／㎡ 

となる。 

中央町１９・２０番街区市街地再開発事業で増加する商業床面積は、従前面積から差し引くと、以下のよう

になる。 

・約７，３００㎡ － 約４，５００㎡ ＝ ２，８００㎡ 

これらの数値から新たな年間来客人数を算出すると、 

・１６３人／㎡ × ２，８００㎡ ≒ ４５．６万人 

となり、これに観光客の割合１４．３％を乗じると、 

・４５．６万人 × １４．３％ ≒ ６．５万人 

となり、増加する年間入込観光客数は、６．５万人となる。 

→事業期間の延長により、本基本計画期間内における効果が見込めないため、目標値の積み上げから除く。（事

業完了後には上記相当の効果を想定。） 

 

3)東千石町１２番街区整備事業 

路外駐車場及びバスチケット販売所等を営んでいる当該地に、商業、飲食機能と美術館を併設した拠点施設

及び立体駐車場を整備する。 

この増える１００万人のうち、観光客を１４．３％相当の１４．３万人、新機能である美術館の利用者を１５

万人と推計し、計２９．３万人を中心市街地への新たな来街者と見込むと、 

・２９．３万人 ÷ ３６５日 ≒ ８０３人 

新たな来街者が歩行者通行量調査地点を２か所／日（往復）通過すると見込むと、 

・８０３人 × ２か所／日 ＝ １，６０６人／日 

となり、増加する歩行者通行量は、１，６０６人／日となる。 

※ 観光客の占める割合１４．３％の算定は、６３ページを参照 

 

 

 

4)～6)略 

 

新規追加 

 

 

 

 

 

（３）～（４）略 

 

２．目標②「都市型観光の振興」 

 表略 

（１）略 

（２）第２期基本計画に盛り込まれた各種施策の実施等による年間入込観光客数の増加 

1)略 

 

2)中央町１９・２０番街区市街地再開発事業 

中央町１９・２０番街区市街地再開発事業の新規商業床による来客数は、隣接するアエールプラザ（中央町

２２番街区市街地再開発事業）の単位床面積当たりの来客数を参考に推計する。 

アエールプラザの単位床面積当たりの来客数は、 

・来客数３３万人 ÷ 店舗面積２，０２８㎡ ≒ １６３人／㎡ 

となる。 

中央町１９・２０番街区市街地再開発事業で増加する商業床面積は、従前面積から差し引くと、以下のよう

になる。 

・約７，３００㎡ － 約４，５００㎡ ＝ ２，８００㎡ 

これらの数値から新たな年間来客人数を算出すると、 

・１６３人／㎡ × ２，８００㎡ ≒ ４５．６万人 

となり、これに観光客の割合１４．３％を乗じると、 

・４５．６万人 × １４．３％ ≒ ６．５万人 

となり、増加する年間入込観光客数は、６．５万人となる。 

 

 

 

3)東千石町１２番街区整備事業 

路外駐車場及びバスチケット販売所等を営んでいる当該地に、商業、飲食機能と美術館を併設した拠点施設

及び立体駐車場を整備する。 
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当該地の現在の年間利用者数は約５０万人であり、整備後の目標として１５０万人の年間利用を掲げている。 

これに観光客の占める割合１４．３％を乗じると、 

・（１５０万人 － ５０万人） × １４．３％ ＝１４．３万人 

となり、増加する年間入込観光客数は、１４．３万人となる。 

→事業期間の延長により、本基本計画期間内における効果が見込めないため、目標値の積み上げから除く。（事

業完了後には上記相当の効果を想定。） 

 

4)～8)略 

 

9)その他（年間入込観光客数の増加が見込まれる事業） 

以下の事業の実施により見込まれる効果を積み上げて、指標の目標値を設定する。 

・維新ふるさと館展示更新事業 

・“美味のまち鹿児島”づくりイベント支援事業 

・明治維新 150周年事業 

・錦江湾潮風フェスタ開催事業 

・観光イベント創出支援事業 

・天文館ミリオネーション開催事業 

・鹿児島マラソン開催事業 

・大河ドラマ「西郷どん」プロジェクト推進等事業 

・外国人観光客受入事業 

（３）～（４）略 

 

３．目標③「商業・業務機能の集積促進」 

 表略 

（１）略 

（２）第２期基本計画に盛り込まれた各種施策の実施等による第三次産業従業者数の増加 

1)略 

 

2)中央町１９・２０番街区市街地再開発事業 

中央町１９・２０番街区市街地再開発事業における新規就業者数の予測は、平成１９年商業統計の本市小売

業の床面積当たりの従業者数０．０５８人／㎡を、事業実施前後の床面積の差分に乗じることにより推計する。 

中央町１９・２０番街区市街地再開発事業で増加する商業・業務等機能の床面積は、従前面積から差し引く

と、以下のようになる。 

・約１３，０００㎡ － 約９，５００㎡ ＝ ３，５００㎡ 

新たな従業者数は、 

・０．０５８人／㎡ × ３，５００㎡ ＝ ２０３人 

となり、増加する第三次産業従業者数は、２０３人となる。 

→事業期間の延長により、本基本計画期間内における効果が見込めないため、目標値の積み上げから除く。（事

業完了後には上記相当の効果を想定。） 

 

3)東千石町１２番街区整備事業 

当該地における現在の従業者数は５人であり、整備後は約１２０人の従業者の雇用が見込まれ、すべて第三

次産業従事者であることから、増加する第三次産業従業者数は１１５人である。 

→事業期間の延長により、本基本計画期間内における効果が見込めないため、目標値の積み上げから除く。（事

業完了後には上記相当の効果を想定。） 

 

当該地の現在の年間利用者数は約５０万人であり、整備後の目標として１５０万人の年間利用を掲げている。 

これに観光客の占める割合１４．３％を乗じると、 

・（１５０万人 － ５０万人） × １４．３％ ＝１４．３万人 

となり、増加する年間入込観光客数は、１４．３万人となる。 

 

 

 

4)～8)略 

 

新規追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）～（４）略 

 

３．目標③「商業・業務機能の集積促進」 

 表略 

（１）略 

（２）第２期基本計画に盛り込まれた各種施策の実施等による第三次産業従業者数の増加 

1)略 

 

2)中央町１９・２０番街区市街地再開発事業 

中央町１９・２０番街区市街地再開発事業における新規就業者数の予測は、平成１９年商業統計の本市小売

業の床面積当たりの従業者数０．０５８人／㎡を、事業実施前後の床面積の差分に乗じることにより推計する。 

中央町１９・２０番街区市街地再開発事業で増加する商業・業務等機能の床面積は、従前面積から差し引く

と、以下のようになる。 

・約１３，０００㎡ － 約９，５００㎡ ＝ ３，５００㎡ 

新たな従業者数は、 

・０．０５８人／㎡ × ３，５００㎡ ＝ ２０３人 

となり、増加する第三次産業従業者数は、２０３人となる。 

 

 

3)東千石町１２番街区整備事業 

当該地における現在の従業者数は５人であり、整備後は約１２０人の従業者の雇用が見込まれ、すべて第三

次産業従事者であることから、増加する第三次産業従業者数は１１５人である。 
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4)～7)略 

 

8)その他（第三次産業従業者数の増加が見込まれる事業） 

以下の事業の実施により見込まれる効果を積み上げて、指標の目標値を設定する。 

・中心市街地商店街活性化事業 

・中心市街地共同施設整備事業 

・いづろ・天文館地区ＩＣＴインフラ整備・情報発信事業 

・外国人観光客受入事業 

・民間建築物耐震化補助事業 

（３）～（４）略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)～7)略 

 

新規追加 

 

 

 

 

 

 

（３）～（４）略 
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４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地

の整備改善のための事業に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：１ 

鹿児島駅周辺都市拠点総

合整備事業（公園・地域生

活基盤施設） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：６２ 

鹿児島駅周辺都市拠点総

合整備事業（道路・地域生

活基盤施設） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：２ 

舗装新設・歩道整備事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：３ 

ブルースカイ計画事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：４ 

加治屋町回遊空間整備事

業（清滝川の歩行空間整

備） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：５ 

天文館公園再整備事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：６ 

ＪＴ跡地緑地整備事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：７ 

冬季光の回廊事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：８ 

いづろ・天文館地区回遊空

間づくり推進事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

 

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地

の整備改善のための事業に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：１ 

鹿児島駅周辺都市拠点総

合整備事業（公園・地域生

活基盤施設） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：６２ 

鹿児島駅周辺都市拠点総

合整備事業（道路・地域生

活基盤施設） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：２ 

舗装新設・歩道整備事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：３ 

ブルースカイ計画事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：４ 

加治屋町回遊空間整備事

業（清滝川の歩行空間整

備） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：５ 

天文館公園再整備事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：６ 

ＪＴ跡地緑地整備事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：７ 

冬季光の回廊事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：８ 

いづろ・天文館地区回遊空

間づくり推進事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 
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事業名：９ 

鹿児島中央駅周辺一体的

まちづくり推進事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：１０ 

自転車走行ネットワーク

形成事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：１１ 

中央町 19・20 番街区市街

地再開発事業 

 

内容： 

第一種市街地再開発事業

の実施 

・延面積：約 47,000㎡ 

・構造：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

・階数：地下 1 階地上 24

階 

・用途：共同住宅、商業・

業務・公益施設等、駐車場 

 

位置： 

中央町 19番、20番街区 

 

地区面積: 

約 0.7ha 

 

実施時期: 

H24年度～H32年度 

 

中央町 19・

20 番街区市

街地再開発

組合 

 当事業は、鹿児島中央駅の駅

前という立地条件を生かし、中

央町 19・20番街区を一体的に活

用して、商業・業務・公益施設、

共同住宅、駐車場を備えた再開

発ビルを整備する事業である。 

 鹿児島の陸の玄関に相応しい

都市景観の創出、魅力ある商業

施設、快適な回遊拠点、交通環

境の改善、都心居住の促進など

を基本に整備を行うことは、街

なかのにぎわい創出と回遊性の

向上、商業・業務機能の集積促

進に寄与することから、中心市

街地の活性化に必要な事業であ

る。 

支援措置： 

社会資本整備

総合交付金（市

街地再開発事

業等） 

 

実施時期： 

H26年度～ 

H30年度 

 

 

 

事業名：４３－２ 

千日町１・４番街区市街地

再開発事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

（２）②～（４）略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名：９ 

鹿児島中央駅周辺一体的

まちづくり推進事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：１０ 

自転車走行ネットワーク

形成事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：１１ 

中央町 19・20 番街区市街

地再開発事業 

 

内容： 

第一種市街地再開発事業

の実施 

・延面積：約 36,000㎡ 

・構造：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

・階数：地下 1 階地上 20

階程度 

・用途：共同住宅、商業・

業務・公益施設等、駐車場 

 

位置： 

中央町 19番、20番街区 

 

地区面積: 

約 0.7ha 

 

実施時期: 

H24年度～H30年度 

 

中央町 19・

20 番街区市

街地再開発

準備組合 

 当事業は、鹿児島中央駅の駅

前という立地条件を生かし、中

央町 19・20番街区を一体的に活

用して、商業・業務・公益施設、

共同住宅、駐車場を備えた再開

発ビルを整備する事業である。 

 鹿児島の陸の玄関に相応しい

都市景観の創出、魅力ある商業

施設、快適な回遊拠点、交通環

境の改善、都心居住の促進など

を基本に整備を行うことは、街

なかのにぎわい創出と回遊性の

向上、商業・業務機能の集積促

進に寄与することから、中心市

街地の活性化に必要な事業であ

る。 

支援措置： 

社会資本整備

総合交付金（市

街地再開発事

業等） 

 

実施時期： 

H26年度～ 

H30年度 

 

 

 

事業名：４３－２ 

千日町１・４番街区市街地

再開発事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

（２）②～（４）略 
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５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）～（３）略 

（４）国の支援措置がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：１２ 

市役所本庁舎整備事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：１３ 

鹿児島市立美術館施設整

備事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：１５ 

東千石町１２番街区整備

事業 

 

内容： 

商業施設等（商業施設・美

術館・多目的広場・駐車場）

の整備 

・建物延べ床面積：約6,600

㎡ 

・立体駐車場:約160台 

 

位置： 

東千石町１２番街区 

 

実施時期： 

H26年度～H28年度 

 

岩 崎 産 業

㈱、財団法

人岩崎育英

文化財団 

 いづろ・天文館地区において、

電車通りに接する立地を生かし

て、小売・飲食の商業機能と郷

土出身の偉人や画家の書画を展

示する美術館や多目的広場を併

設する複合施設を整備する事業

である。 

 商業・文化機能を持った拠点

施設の整備により、中心市街地

の集客力の向上とにぎわい創出

に寄与することから、中心市街

地の活性化に必要な事業であ

る。 

  

事業名：７２ 

県立博物館リニューアル

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：７８ 

国際交流センターの整備 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

 

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）～（３）略 

（４）国の支援措置がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：１２ 

市役所本庁舎整備事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：１３ 

鹿児島市立美術館施設整

備事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：１５ 

東千石町１２番街区整備

事業 

 

内容： 

商業施設等（商業施設・美

術館・多目的広場・駐車場）

の整備 

・建物延べ床面積：約6,600

㎡ 

・立体駐車場:約160台 

 

位置： 

東千石町１２番街区 

 

実施時期： 

H26年度～H28年度 

 

岩 崎 産 業

㈱、財団法

人岩崎育英

文化財団 

 いづろ・天文館地区において、

電車通りに接する立地を生かし

て、小売・飲食の商業機能と郷

土出身の偉人や画家の書画を展

示する美術館や多目的広場を併

設する複合施設を整備する事業

である。 

 商業・文化機能を持った拠点

施設の整備により、中心市街地

の集客力の向上とにぎわい創出

に寄与することから、中心市街

地の活性化に必要な事業であ

る。 

  

事業名：７２ 

県立博物館リニューアル

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：７８ 

国際交流センターの整備 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 
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事業名：８０ 

維新ふるさと館展示更新

事業 

 

内容： 

維新ふるさと館の幕末探

訪・郷中教育コーナーの展

示更新 

 

位置： 

加治屋町 

 

実施時期： 

H29年度 

 

鹿児島市  平成３０年に明治維新１５０

周年を迎えることや大河ドラマ

「西郷どん」の放送が決定した

ことを契機に、維新ふるさと館

の展示更新を行う事業である。 

 街なかのにぎわい創出と交流

人口の増加に寄与することか

ら、中心市街地の活性化に必要

な事業である。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規追加 
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６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一

体として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：１１ 

中央町 19・20 番街区市街

地再開発事業（再掲） 

 

内容： 

第一種市街地再開発事業

の実施 

・延面積：約 47,000㎡ 

・構造：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

・階数：地下 1 階地上 24

階 

・用途：共同住宅、商業・

業務・公益施設等、駐車場 

 

位置： 

中央町 19番、20番街区 

 

地区面積: 

約 0.7ha 

 

実施時期: 

H24年度～H32年度 

 

中央町 19・

20 番街区市

街地再開発

組合 

 当事業は、鹿児島中央駅の駅

前という立地条件を生かし、中

央町 19・20番街区を一体的に活

用して、商業・業務・公益施設、

共同住宅、駐車場を備えた再開

発ビルを整備する事業である。 

 鹿児島の陸の玄関に相応しい

都市景観の創出、魅力ある商業

施設、快適な回遊拠点、交通環

境の改善、都心居住の促進など

を基本に整備を行うことは、街

なかのにぎわい創出と回遊性の

向上、商業・業務機能の集積促

進に寄与することから、中心市

街地の活性化に必要な事業であ

る。 

支援措置： 

社会資本整備

総合交付金（市

街地再開発事

業等） 

 

実施時期： 

H26年度～ 

H30年度 

 

 

 

（２）②～（４）略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一

体として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：１１ 

中央町 19・20 番街区市街

地再開発事業（再掲） 

 

内容： 

第一種市街地再開発事業

の実施 

・延面積：約 36,000㎡ 

・構造：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

・階数：地下 1 階地上 20

階程度 

・用途：共同住宅、商業・

業務・公益施設等、駐車場 

 

位置： 

中央町 19番、20番街区 

 

地区面積: 

約 0.7ha 

 

実施時期: 

H24年度～H30年度 

 

中央町 19・

20 番街区市

街地再開発

準備組合 

 当事業は、鹿児島中央駅の駅

前という立地条件を生かし、中

央町 19・20番街区を一体的に活

用して、商業・業務・公益施設、

共同住宅、駐車場を備えた再開

発ビルを整備する事業である。 

 鹿児島の陸の玄関に相応しい

都市景観の創出、魅力ある商業

施設、快適な回遊拠点、交通環

境の改善、都心居住の促進など

を基本に整備を行うことは、街

なかのにぎわい創出と回遊性の

向上、商業・業務機能の集積促

進に寄与することから、中心市

街地の活性化に必要な事業であ

る。 

支援措置： 

社会資本整備

総合交付金（市

街地再開発事

業等） 

 

実施時期： 

H26年度～ 

H30年度 

 

 

 

（２）②～（４）略 
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７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措置に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：１１ 

中央町 19・20 番街区市街

地再開発事業（再掲） 

 

内容： 

第一種市街地再開発事業

の実施 

・延面積：約 47,000㎡ 

・構造：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

・階数：地下 1 階地上 24

階 

・用途：共同住宅、商業・

業務・公益施設等、駐車場 

 

位置： 

中央町 19番、20番街区 

 

地区面積: 

約 0.7ha 

 

実施時期: 

H24年度～H32年度 

 

中央町 19・

20 番街区市

街地再開発

組合 

 当事業は、鹿児島中央駅の駅

前という立地条件を生かし、中

央町 19・20番街区を一体的に活

用して、商業・業務・公益施設、

共同住宅、駐車場を備えた再開

発ビルを整備する事業である。 

 鹿児島の陸の玄関に相応しい

都市景観の創出、魅力ある商業

施設、快適な回遊拠点、交通環

境の改善、都心居住の促進など

を基本に整備を行うことは、街

なかのにぎわい創出と回遊性の

向上、商業・業務機能の集積促

進に寄与することから、中心市

街地の活性化に必要な事業であ

る。 

支援措置： 

社会資本整備

総合交付金（市

街地再開発事

業等） 

 

実施時期： 

H26年度～ 

H30年度 

 

 

 

事業名：４３－２ 

千日町１・４番街区市街地

再開発事業（再掲） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：１９ 

アジア青少年芸術祭開催

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：２０ 

街なか空き店舗活用事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措置に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）略 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：１１ 

中央町 19・20 番街区市街

地再開発事業（再掲） 

 

内容： 

第一種市街地再開発事業

の実施 

・延面積：約 36,000㎡ 

・構造：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

・階数：地下 1 階地上 20

階程度 

・用途：共同住宅、商業・

業務・公益施設等、駐車場 

 

位置： 

中央町 19番、20番街区 

 

地区面積: 

約 0.7ha 

 

実施時期: 

H24年度～H30年度 

 

中央町 19・

20 番街区市

街地再開発

準備組合 

 当事業は、鹿児島中央駅の駅

前という立地条件を生かし、中

央町 19・20番街区を一体的に活

用して、商業・業務・公益施設、

共同住宅、駐車場を備えた再開

発ビルを整備する事業である。 

 鹿児島の陸の玄関に相応しい

都市景観の創出、魅力ある商業

施設、快適な回遊拠点、交通環

境の改善、都心居住の促進など

を基本に整備を行うことは、街

なかのにぎわい創出と回遊性の

向上、商業・業務機能の集積促

進に寄与することから、中心市

街地の活性化に必要な事業であ

る。 

支援措置： 

社会資本整備

総合交付金（市

街地再開発事

業等） 

 

実施時期： 

H26年度～ 

H30年度 

 

 

 

事業名：４３－２ 

千日町１・４番街区市街地

再開発事業（再掲） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：１９ 

アジア青少年芸術祭開催

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：２０ 

街なか空き店舗活用事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 
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事業名：２１ 

新規創業者等育成支援事

業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：２２ 

鹿児島ぶらりまち歩き推

進事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：２３ 

“美味のまち鹿児島”魅力

づくり事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：２３－２ 

”美味のまち鹿児島”づく

りイベント支援事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：２４ 

街なかサービス推進事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：２５ 

わくわく福祉交流フェア

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：２６ 

歴史資源を活用したまち

づくり推進事業 

 

内容： 

講演会の開催や各種イベ

ントの開催、映像制作 

 

位置： 

中心市街地 

 

実施時期: 

H24年度～H28年度 

 

鹿児島市  明治維新から 150 年を迎える

2018 年（平成 30 年）までの 7

年間、カウントダウン事業とし

て、その年ごとに、鹿児島に関

わりが深い出来事を題材とする

イベントの開催や映像制作を行

う。 

 関連史跡が残る中心市街地で

講演会等各種イベントを行うと

ともに、史跡等を交え、関連す

る出来事を紹介する映像を制作

し、観光施設やホームページで

放映することにより、“維新の

ふるさと 鹿児島市”を広く情

報発信することができる。 

 街なかのにぎわい創出と交流

人口の増加に寄与することか

ら、中心市街地の活性化に必要

な事業である。 

 

支援措置： 

①社会資本整

備総合交付金

（都市再生整

備計画事業（鹿

児島市都心部

地 区 （ 第 ２

期））） 

②中心市街地

活性化ソフト

事業 

 

実施時期： 

①H25年度 

～H27年度 

②H28年度 

～H29年度 

 

事業名：２１ 

新規創業者等育成支援事

業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：２２ 

鹿児島ぶらりまち歩き推

進事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：２３ 

“美味のまち鹿児島”魅力

づくり事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：２３－２ 

”美味のまち鹿児島”づく

りイベント支援事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：２４ 

街なかサービス推進事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：２５ 

わくわく福祉交流フェア

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：２６ 

歴史資源を活用したまち

づくり推進事業 

 

内容： 

講演会の開催や各種イベ

ントの開催、映像制作 

 

位置： 

中心市街地 

 

実施時期: 

H24年度～H30年度 

 

鹿児島市  明治維新から 150 年を迎える

2018 年（平成 30 年）までの 7

年間、カウントダウン事業とし

て、その年ごとに、鹿児島に関

わりが深い出来事を題材とする

イベントの開催や映像制作を行

う。 

 関連史跡が残る中心市街地で

講演会等各種イベントを行うと

ともに、史跡等を交え、関連す

る出来事を紹介する映像を制作

し、観光施設やホームページで

放映することにより、“維新の

ふるさと 鹿児島市”を広く情

報発信することができる。 

 街なかのにぎわい創出と交流

人口の増加に寄与することか

ら、中心市街地の活性化に必要

な事業である。 

 

支援措置： 

①社会資本整

備総合交付金

（都市再生整

備計画事業（鹿

児島市都心部

地 区 （ 第 ２

期））） 

②中心市街地

活性化ソフト

事業 

 

実施時期： 

①H25年度 

～H27年度 

②H28年度 

～H29年度 
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事業名：２６－２ 

薩摩維新ふるさと博開催

事業 

 

内容： 

幕末・維新期の薩摩を感じ

られるイベントの実施 

 

位置： 

鹿児島中央駅地区 

 

実施時期： 

H26年度～H28年度 

 

薩摩維新ふ

るさと博実

行委員会 

 「歴史資源を活用したまちづ

くり推進事業」と連携を図りつ

つ、鹿児島の観光シーズンであ

るおはら祭前後の３週間程度、

西郷・大久保等の偉人が生まれ

た地に位置する歴史ロード“維

新ふるさとの道”において、幕

末・維新期の薩摩を感じること

ができるような芝居の開催や飲

食ブースの設置などおもてなし

の仕掛けづくりを行う事業であ

る。 

 観光客に楽しんでもらうとと

もに、平成３０年に明治維新１

５０年を迎える鹿児島を印象づ

け、さらなる誘客やリピーター

作りに結びつけるなど、都市型

観光の振興と街なかのにぎわい

創出に寄与することから、中心

市街地の活性化に必要な事業で

ある。 

 

支援措置： 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

 

実施時期： 

H26年度～ 

H28年度 

 

 

事業名：２６－３ 

明治維新150周年事業 

 

内容： 

幕末・維新期の薩摩を感じ

られるイベント等の実施 

 

位置： 

中心市街地 

 

実施時期： 

H29年度～ 

 

鹿児島市、

明治維新 

１５０年カ

ウントダウ

ンイベント

チ ー ム 会

議、薩摩維

新ふるさと

博実行委員

会 

 明治維新から１５０周年を迎

える平成３０年に向け、大河ド

ラマ「西郷どん」とも連動し、

“維新のふるさと鹿児島”を国

内外に広く印象付けられるよう

なイベント等を開催する事業で

ある。 

 街なかのにぎわい創出と交流

人口の増加に寄与することか

ら、中心市街地の活性化に必要

な事業である。 

支援措置： 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

 

実施時期： 

H29年度 

 

事業名：２７ 

頑張る商店街支援事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：２８ 

おはら祭推進事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：２６－２ 

薩摩維新ふるさと博開催

事業 

 

内容： 

幕末・維新期の薩摩を感じ

られるイベントの実施 

 

位置： 

鹿児島中央駅地区 

 

実施時期： 

H26年度～H30年度 

 

薩摩維新ふ

るさと博実

行委員会 

 「歴史資源を活用したまちづ

くり推進事業」と連携を図りつ

つ、鹿児島の観光シーズンであ

るおはら祭前後の３週間程度、

西郷・大久保等の偉人が生まれ

た地に位置する歴史ロード“維

新ふるさとの道”において、幕

末・維新期の薩摩を感じること

ができるような芝居の開催や飲

食ブースの設置などおもてなし

の仕掛けづくりを行う事業であ

る。 

 観光客に楽しんでもらうとと

もに、平成３０年に明治維新１

５０年を迎える鹿児島を印象づ

け、さらなる誘客やリピーター

作りに結びつけるなど、都市型

観光の振興と街なかのにぎわい

創出に寄与することから、中心

市街地の活性化に必要な事業で

ある。 

 

支援措置： 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

 

実施時期： 

H26年度～ 

H29年度 

 

 

新規追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

事業名：２７ 

頑張る商店街支援事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：２８ 

おはら祭推進事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 
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事業名：２９ 

かごしま錦江湾サマーナ

イト大花火大会開催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：６３ 

錦江湾潮風フェスタ開催

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：６４ 

観光イベント創出支援事

業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：６５ 

天文館ミリオネーション

開催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：６６ 

鹿児島マラソン開催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：８１ 

大河ドラマ「西郷どん」プ

ロジェクト推進等事業 

 

内容： 

大河ドラマ「西郷どん」放

送に合わせた大河ドラマ

館の設置運営等 

 

位置： 

中心市街地 

 

実施時期： 

H29年度～H30年度 

 

大河ドラマ

「 西 郷 ど

ん」鹿児島

市推進協議

会、鹿児島

観光コンベ

ンション協

会 

 大河ドラマ「西郷どん」の放

送に合わせ、協議会を設置し、

大河ドラマ館の設置運営、広報

宣伝等を行うほか、中心市街地

内に特設観光案内所を設置する

事業である。 

 街なかのにぎわい創出と交流

人口の増加に寄与することか

ら、中心市街地の活性化に必要

な事業である。 

支援措置： 

中心市街地活

性化ソフト事

業 

 

実施時期： 

H29年度 

 

（２）② 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名：２９ 

かごしま錦江湾サマーナ

イト大花火大会開催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：６３ 

錦江湾潮風フェスタ開催

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：６４ 

観光イベント創出支援事

業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：６５ 

天文館ミリオネーション

開催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：６６ 

鹿児島マラソン開催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

新規追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

（２）② 略 
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（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：３３ 

地域繁盛店づくり支援事

業 

 

内容： 

商店街に所属する中小企

業者を対象に、実践的なセ

ミナーや受講者の店舗で

の指導の実施 

 

位置： 

中心市街地 

 

実施時期: 

H23年度～ 

 

鹿児島市  市内の中小商業者を対象に、

実践的なセミナーや受講者の店

舗での指導を組み合わせた研修

会を開催し、地域商業をリード

していく人材・店舗を育成する

事業である。 

 本市商業の維持・発展のため

には、商店街等による商業環境

整備等の取組だけでなく、魅力

があり、商店街のにぎわい創出

を牽引する繁盛店の育成が重要

である。商店街の魅力強化によ

り集客力を高めることは、にぎ

わいの創出に寄与することか

ら、中心市街地の活性化に必要

な事業である。 

 

支援措置： 

地方創生推進

交付金 

 

実施時期： 

H29年度～ 

H31年度 

 

事業名：８１ 

大河ドラマ「西郷どん」プ

ロジェクト推進等事業（再

掲） 

 

内容： 

大河ドラマ「西郷どん」放

送に合わせた大河ドラマ

館の設置運営等 

 

位置： 

中心市街地 

 

実施時期： 

H29年度～H30年度 

 

大河ドラマ

「 西 郷 ど

ん」鹿児島

市推進協議

会、鹿児島

観光コンベ

ンション協

会 

 大河ドラマ「西郷どん」の放

送に合わせ、協議会を設置し、

大河ドラマ館の設置運営、広報

宣伝等を行うほか、中心市街地

内に特設観光案内所を設置する

事業である。 

 街なかのにぎわい創出と交流

人口の増加に寄与することか

ら、中心市街地の活性化に必要

な事業である。 

支援措置： 

地方創生推進

交付金 

 

実施時期： 

H29年度～ 

H30年度 

 

（４）国の支援措置がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：３０ 

中央町１番街区等商業活

性化事業（アミュプラザ鹿

児島の増床など） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

（４）からの移設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

（２）①の再掲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

（４）国の支援措置がないその他の事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

事業名：３０ 

中央町１番街区等商業活

性化事業（アミュプラザ鹿

児島の増床など） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 
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事業名：１５ 

東千石町１２番街区整備

事業（再掲） 

 

内容： 

商業施設等（商業施設・美

術館・多目的広場・駐車場）

の整備 

・建物延べ床面積：約6,600

㎡ 

・立体駐車場:約160台 

 

位置： 

東千石町１２番街区 

 

実施時期： 

H26年度～H28年度 

 

岩 崎 産 業

㈱、財団法

人岩崎育英

文化財団 

 いづろ・天文館地区において、

電車通りに接する立地を生かし

て、小売・飲食の商業機能と郷

土出身の偉人や画家の書画を展

示する美術館や多目的広場を併

設する複合施設を整備する事業

である。 

 商業・文化機能を持った拠点

施設の整備により、中心市街地

の集客力の向上とにぎわい創出

に寄与することから、中心市街

地の活性化に必要な事業であ

る。 

  

事業名：３１ 

天文館シネマパラダイス

と周辺商店街連携事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：３２ 

朝を楽しむ観光推進事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

（３）に移設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

事業名：３４ 

都市型産業振興事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：１５ 

東千石町１２番街区整備

事業（再掲） 

 

内容： 

商業施設等（商業施設・美

術館・多目的広場・駐車場）

の整備 

・建物延べ床面積：約6,600

㎡ 

・立体駐車場:約160台 

 

位置： 

東千石町１２番街区 

 

実施時期： 

H26年度～H28年度 

 

岩 崎 産 業

㈱、財団法

人岩崎育英

文化財団 

 いづろ・天文館地区において、

電車通りに接する立地を生かし

て、小売・飲食の商業機能と郷

土出身の偉人や画家の書画を展

示する美術館や多目的広場を併

設する複合施設を整備する事業

である。 

 商業・文化機能を持った拠点

施設の整備により、中心市街地

の集客力の向上とにぎわい創出

に寄与することから、中心市街

地の活性化に必要な事業であ

る。 

  

事業名：３１ 

天文館シネマパラダイス

と周辺商店街連携事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：３２ 

朝を楽しむ観光推進事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：３３ 

地域繁盛店づくり支援事

業 

 

内容： 

商店街に所属する中小企

業者を対象に、実践的なセ

ミナーや受講者の店舗で

の指導の実施 

 

位置： 

中心市街地 

 

実施時期: 

H23年度～ 

 

鹿児島市  市内の中小商業者を対象に、

実践的なセミナーや受講者の店

舗での指導を組み合わせた研修

会を開催し、地域商業をリード

していく人材・店舗を育成する

事業である。 

 本市商業の維持・発展のため

には、商店街等による商業環境

整備等の取組だけでなく、魅力

があり、商店街のにぎわい創出

を牽引する繁盛店の育成が重要

である。商店街の魅力強化によ

り集客力を高めることは、にぎ

わいの創出に寄与することか

ら、中心市街地の活性化に必要

な事業である。 

 

  

事業名：３４ 

都市型産業振興事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 
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事業名：３５ 

おぎおんさあ（祇園祭）開

催事業 

 

 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：３６ 

かごしま春祭開催事業 

 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：３７ 

かごしま中央駅まつり開

催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：３８ 

ゾウさんのはな通り活性

化事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：３９ 

にぎわい通り大学等事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：４０ 

“Ｗｅ Ｌｏｖｅ 天文

館”活性化事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：４１ 

テンテン天まち街興し事

業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：４２ 

いづろ・天文館地区公衆無

線ＬＡＮ整備事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：４３ 

天文館千日町にぎわい創

出検討事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：４４ 

文化薫る地域の魅力づく

りプラン推進事業 

 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：４５ 

遊覧船運航事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：３５ 

おぎおんさあ（祇園祭）開

催事業 

 

 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：３６ 

かごしま春祭開催事業 

 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：３７ 

かごしま中央駅まつり開

催事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：３８ 

ゾウさんのはな通り活性

化事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：３９ 

にぎわい通り大学等事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：４０ 

“Ｗｅ Ｌｏｖｅ 天文

館”活性化事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：４１ 

テンテン天まち街興し事

業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：４２ 

いづろ・天文館地区公衆無

線ＬＡＮ整備事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：４３ 

天文館千日町にぎわい創

出検討事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：４４ 

文化薫る地域の魅力づく

りプラン推進事業 

 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：４５ 

遊覧船運航事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 
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事業名：４６ 

照国表参道商店街ショッ

ピングモール化事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：４７ 

路地庭プロジェクト 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：６０ 

中心市街地商店街活性化

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：６１ 

中心市街地共同施設整備

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：６７ 

いづろ・天文館地区ＩＣＴ

インフラ整備・情報発信事

業 

 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：６８ 

外国人観光客受入事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：６９ 

民間建築物耐震化補助事

業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：７０ 

甲突川リバーサイドウォ

ーク整備事業（再掲） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：７４ 

鶴丸城楼門建設事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：７５ 

鹿児島銀行新本店ビル建

設事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：７９ 

「まちゼミ」開催事業 

 

（略） （略） （略） （略） 

 

 

 

 

事業名：４６ 

照国表参道商店街ショッ

ピングモール化事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：４７ 

路地庭プロジェクト 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：６０ 

中心市街地商店街活性化

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：６１ 

中心市街地共同施設整備

事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：６７ 

いづろ・天文館地区ＩＣＴ

インフラ整備・情報発信事

業 

 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：６８ 

外国人観光客受入事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：６９ 

民間建築物耐震化補助事

業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：７０ 

甲突川リバーサイドウォ

ーク整備事業（再掲） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：７４ 

鶴丸城楼門建設事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：７５ 

鹿児島銀行新本店ビル建

設事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

事業名：７９ 

「まちゼミ」開催事業 

 

（略） （略） （略） （略） 
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８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）～（４） 略 

 

◇４章から８章までに掲げる事業及び措置の実施箇所 

 ※図表は、別添。 

 

９．４章～８章までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 

［１］市町村の推進体制の整備等 

（１）鹿児島市における庁内の推進体制について 

 ①略 

 ②基本計画推進調整会議及び同幹事会の設置 

 認定を受けた第１期基本計画に掲げる取組の着実な実施を通じて、その目標が達成できるように定期的なフォ

ローアップを行うとともに、第２期基本計画を策定するため、鹿児島市中心市街地活性化基本計画推進調整会議

を設置するとともに、調整会議の所掌事項に関する具体的な事項について協議・検討する同幹事会を設置した。 

 1) 略 

 2) 鹿児島市中心市街地活性化基本計画推進調整会議幹事会 

   庁内の関係課長で構成し、座長、副座長、幹事等は、以下のとおりである。 

   ・座長 産業局産業振興部長 ・副座長 建設局都市計画部長 

   ・幹事 国際交流課長、政策企画課長、政策推進課長、交通政策課長、財政課長、管財課長、 

文化振興課長、地域振興課長、安全安心課長、環境政策課長、地域福祉課長、 

産業創出課長、産業支援課長、観光プロモーション課長、明治維新 150年・西郷どん推進室長、 

観光振興課長、スポーツ課長、公園緑化課長、河川港湾課長、都市計画課長、都市景観課長、 

市街地まちづくり推進課長、建築指導課長、道路建設課長、消防局総務課長、 

市立病院事務局総務課長、交通局総合企画課長、電車事業課長、バス事業課長、 

水道局総務部総務課長、船舶局総務課長、船舶局営業課長、船舶運航課長、美術館副館長 

   ・事務局 産業局産業振興部産業政策課中心市街地活性化推進室 

   第１期基本計画の認定を受けた後に設置した幹事会は、平成２４年８月までに計１１回の会議を開催してい

る。会議では、計画掲載事業の毎年度の実施状況や各種調査結果に基づく中心市街地の現況把握及びフォロ

ーアップと目標達成のために必要な事業の追加に係る計画変更等について審議を行ってきた。また、第２期

基本計画の策定についても平成２３年１１月開催の会議から開始している。 

［２］中心市街地活性化協議会に関する事項 

（１）鹿児島市中心市街地活性化協議会の概要 

 ①・② 略 

 鹿児島市中心市街地活性化協議会の構成委員（順不同）            平成 29年 5月現在 

No 区 分 中活法 構成員 協議会委員 備考 

1 都市機能の増進 

15 条 

1 項 

㈱まちづくり鹿児島 

（鹿児島商工会議所） 

代表取締役社長 

（会頭） 
岩崎芳太郎 副会長 

2 

経済活力の向上 鹿児島商工会議所 

副会頭 前田 俊広 副会長 

3 副会頭 渕本 逸雄  

4 副会頭 川畑 孝則  

5 副会頭 犬伏 和章  

6 専務理事 山下 春洋  

 

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）～（４） 略 

 

◇４章から８章までに掲げる事業及び措置の実施箇所 

 ※図表は、別添。 

 

９．４章～８章までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 

［１］市町村の推進体制の整備等 

（１）鹿児島市における庁内の推進体制について 

 ①略 

 ②基本計画推進調整会議及び同幹事会の設置 

 認定を受けた第１期基本計画に掲げる取組の着実な実施を通じて、その目標が達成できるように定期的なフォ

ローアップを行うとともに、第２期基本計画を策定するため、鹿児島市中心市街地活性化基本計画推進調整会議

を設置するとともに、調整会議の所掌事項に関する具体的な事項について協議・検討する同幹事会を設置した。 

 1) 略 

 2) 鹿児島市中心市街地活性化基本計画推進調整会議幹事会 

   庁内の関係課長で構成し、座長、副座長、幹事等は、以下のとおりである。 

   ・座長 産業局産業振興部長 ・副座長 建設局都市計画部長 

   ・幹事 国際交流課長、政策企画課長、政策推進課長、交通政策課長、財政課長、管財課長、 

文化振興課長、地域振興課長、安全安心課長、環境政策課長、地域福祉課長、 

産業創出課長、産業支援課長、観光プロモーション課長、観光振興課長、スポーツ課長、 

公園緑化課長、河川港湾課長、都市計画課長、都市景観課長、市街地まちづくり推進課長、 

建築指導課長、道路建設課長、消防局総務課長、市立病院事務局総務課長、 

交通局総合企画課長、電車事業課長、バス事業課長、水道局総務部総務課長、 

船舶局総務課長、船舶局営業課長、船舶運航課長、美術館副館長 

   ・事務局 産業局産業振興部産業政策課中心市街地活性化推進室 

   第１期基本計画の認定を受けた後に設置した幹事会は、平成２４年８月までに計１１回の会議を開催してい

る。会議では、計画掲載事業の毎年度の実施状況や各種調査結果に基づく中心市街地の現況把握及びフォロ

ーアップと目標達成のために必要な事業の追加に係る計画変更等について審議を行ってきた。また、第２期

基本計画の策定についても平成２３年１１月開催の会議から開始している。 

［２］中心市街地活性化協議会に関する事項 

（１）鹿児島市中心市街地活性化協議会の概要 

 ①・② 略 

 鹿児島市中心市街地活性化協議会の構成委員（順不同）            平成 29年 2月現在 

No 区 分 中活法 構成員 協議会委員 備考 

1 都市機能の増進 

15 条 

1 項 

㈱まちづくり鹿児島 

（鹿児島商工会議所） 

代表取締役社長 

（会頭） 
岩崎芳太郎 副会長 

2 

経済活力の向上 鹿児島商工会議所 

副会頭 前田 俊広  

3 副会頭 渕本 逸雄  

4 副会頭 川畑 孝則  

5 副会頭 犬伏 和章  

6 専務理事 山下 春洋  
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7 

計
画
の
実
施
に
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者 

(商店街) 

15 条 

4 項 

(一社)鹿児島市商店街連盟 会 長 長渡 誠一  

8 天文館商店街振興組合連合会 理事長 有馬 勝正  

9 一番街商店街振興組合 理事長 庵下 龍馬  

10 易居町本通り会 会 長 岩元 修一  

11 

(事業者) 

岩崎産業㈱ 取締役副社長 笹田 隆司  

12 ㈱山形屋 代表取締役社長 岩元 修士  

13 ㈱丸屋本社 代表取締役社長 柳田  洋  

14 高島屋開発㈱ 経営企画室 野田 圭介  

15 鹿児島ターミナルビル㈱ 代表取締役社長 日高 淳一  

16 

(地域住民) 

（公社）鹿児島青年会議所 理事長 嶽釜勇一郎 監事 

17 天文館連絡協議会 会 長 牧野田栄一 監事 

18 中央駅振興会 会 長 永山 在紀  

19 鹿児島駅周辺地区まちづくり協議会 会 長 米盛 孝一  

20 We Love 天文館協議会 会 長 牧野  繁  

21 

公共交通機関

の利便増進 

いわさきコーポレーション㈱ 取締役副社長 西村 将男  

22 南国交通㈱ 自動車事業部長 山田 誠  

23 鹿児島市交通局 交通局長 鞍掛 貞之  

24 

市町村 

鹿児島市産業局 産業局長 山下 正昭  

25 鹿児島市観光交流局 観光交流局長 山口 順一  

26 鹿児島市建設局 建設局長 水元 修一  

27 鹿児島市企画財政局 企画財政局長 鉾之原 誠  

28 

関係行政機関

等 

15 条 

7 項 

鹿児島国道事務所 所 長 川俣 裕行  

29 鹿児島県商工労働水産部 部 長 酒匂 司  

30 鹿児島地域振興局建設部 部 長 立元 聡  

31 

学識者 
15 条 

8 項 

経済地域研究所 代 表 飯倉 穰 会長 

32 鹿児島大学法文学部 教 授 石塚 孔信  

33 鹿児島大学産官学連携推進センター 准教授 中武 貞文  

34 日本政策投資銀行南九州支店 支店長 中村 航洋  

  オブザーバー          

1 

関係行政機関等 
15 条 

7 項 

鹿児島県警察本部 交通部長 山下 耕治  

2 中小企業基盤整備機構 南九州事務所長 山脇 修  

 

 ③中心市街地活性化協議会の開催状況 

  1)～28） 略 

  29) 第３５回中心市街地活性化協議会（平成２９年５月８日） 

・会長の選任について 

・副会長・幹事の選任について 

・平成２８年度の取組等に対する中心市街地活性化協議会の意見（案）について 

・第２期鹿児島市中心市街地活性化基本計画第７回変更（案）について 

7 

計
画
の
実
施
に
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者 

(商店街) 

15 条 

4 項 

(一社)鹿児島市商店街連盟 会 長 長渡 誠一  

8 天文館商店街振興組合連合会 理事長 有馬 勝正  

9 一番街商店街振興組合 理事長 庵下 龍馬  

10 易居町本通り会 会 長 岩元 修一  

11 

(事業者) 

岩崎産業㈱ 取締役副社長 笹田 隆司  

12 ㈱山形屋 代表取締役社長 岩元 修士  

13 ㈱丸屋本社 代表取締役社長 柳田  洋  

14 高島屋開発㈱ 経営企画室 野田 圭介  

15 鹿児島ターミナルビル㈱ 代表取締役社長 日高 淳一  

16 

(地域住民) 

（公社）鹿児島青年会議所 理事長 嶽釜勇一郎 監事 

17 天文館連絡協議会 会 長 牧野田栄一 監事 

18 中央駅振興会 会 長 永山 在紀  

19 鹿児島駅周辺地区まちづくり協議会 会 長 米盛 孝一  

20 We Love 天文館協議会 会 長 牧野  繁  

21 

公共交通機関

の利便増進 

いわさきコーポレーション㈱ 取締役副社長 西村 将男  

22 南国交通㈱ 自動車事業部長 山田 誠  

23 鹿児島市交通局 交通局長 鞍掛 貞之  

24 

市町村 

鹿児島市産業局 産業局長 山下 正昭  

25 鹿児島市観光交流局 観光交流局長 圖師 俊彦  

26 鹿児島市建設局 建設局長 鮫島健二郎  

27 鹿児島市企画財政局 企画財政局長 秋野 博臣  

28 

関係行政機関

等 

15 条 

7 項 

鹿児島国道事務所 所 長 川俣 裕行  

29 鹿児島県商工労働水産部 部 長 西 啓一郎  

30 鹿児島地域振興局建設部 部 長 米元 敏博  

31 

学識者 
15 条 

8 項 

経済地域研究所 代 表 飯倉 穰 会長 

32 鹿児島大学法文学部 教 授 石塚 孔信  

33 鹿児島大学産官学連携推進センター 准教授 中武 貞文  

34 日本政策投資銀行南九州支店 支店長 中村 航洋  

  オブザーバー          

1 

関係行政機関等 
15 条 

7 項 

鹿児島県警察本部 交通部長 仮屋 浩治  

2 中小企業基盤整備機構 南九州事務所長 野沢 俊幸  

 

 ③中心市街地活性化協議会の開催状況 

  1)～28） 略 

 

 



■変更後 

◇４章から８章までに掲げる事業及び措置の実施箇所 
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14.鹿児島市立病院建設事業 

 
49.交通局電車施設整備事業 

 

6.ＪＴ跡地緑地整備事業 

 

ＪＴ跡地 

11.中央町１９・２０番街区
市街地再開発事業 

 

9.鹿児島中央駅周辺一体的まちづくり推進事業 

鹿児島中央駅 

九州新幹線 

38.ゾウさんのはな通り活性化事業 

 

30.中央町１番街区等商業活性化事業 
（アミュプラザ鹿児島の増床など） 

37.かごしま中央駅祭開催事業 

 

41.テンテン天まち街興し事業 

 

47.路地庭プロジェクト 

 

46.照国表参道商店街ショッピングモール化事業 

 

31.天文館シネマパラダイスと周辺商店街連携事業 

 

25.わくわく福祉交流フェア事業 

19.アジア青少年芸術祭開催事業 

 13.鹿児島市立美術館施設整備事業 

 

12.市役所本庁舎整備事業 

 

21.新規創業者等育成支援事業 

45.遊覧船運航事業 

58.桜島フェリーよりみちク
ルーズ船運航事業 

 59.イルカはいるかな事業 

 

55.錦江湾魅力再発見クルー
ズ事業 

 

52.新船建造事業（環境にやさ
しい新船の建造） 

 

水族館 

ドルフィンポート 

29.かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会開催事業 

 

鹿児島港 

7.冬季光の回廊事業 

 

8.いづろ・天文館地区回遊空間づくり推進事業 

 

39.にぎわい通り大学等事業 

42.いづろ・天文館地区公衆無線ＬＡＮ整備事業 

 43.天文館千日町にぎわい創出検討事業 

 
5.天文館公園再整備事業 

 

4.加治屋町回遊空間整備事業
（清滝川の歩行空間整備） 

 

※中心市街地の各地区で実施する事業 

2.舗装新設・歩道整備事業、3.ブルースカイ計画事業、10.自転車走行ネットワーク形成事業 

 

 
16.みんなで参加わがまちづくり支援事業、17.安心安全パートナーシップ事業、 

18.青色防犯パトロール隊活動費補助事業、73.コミュニティビジョン推進事業 

歴歴史史・・文文化化ゾゾーーンン  
((追追加加区区域域))  

いいづづろろ・・天天文文館館地地区区  

甲突川 

維新ふるさと館 
市立病院跡地 

市電 

稲荷川 

市役所 

施策区分の仕分け 4 章 市街地の整備改善 

 
5 章 都市福利施設の整備 

 
6 章 街なか居住の推進 7 章 商業の活性化 8 章 公共交通機関の利便増進 

 

N 

35.おぎおんさあ（祇園祭）開催事業 

24.街なかサービス推進事業 

 
15.東千石町１２番街区整備事業 

 

桜島フェリー 

ターミナル 

40.“We Love 天文館”活性化事業 

 

62.鹿児島駅周辺都市拠点総合整備事業 
（道路・地域生活基盤施設） 

 

26-2.薩摩維新ふるさと博開催事業 

 

65.天文館ミリオネーション開催事業 

 

天文館公園 

63.錦江湾潮風フェスタ開催事業 

 

鹿児島駅 

鹿鹿児児島島中中央央駅駅地地区区  

28.おはら祭推進事業 

 

67.いづろ・天文館地区ＩＣＴイン
フラ整備・情報発信事業 

 

43-2.千日町１・４番街区市街地再開発事業 

70.甲突川リバーサイド
ウォーク整備事業 

71.市立病院跡地緑地整備事業 

72.県立博物館リニューアル事業 

 

74.鶴丸城楼門建設事業 

75.鹿児島銀行新本店ビル建設事業 

77.桜島フェリーロングクル
ーズ事業 

1.鹿児島駅周辺都市拠点総合整備事業 
（公園・地域生活基盤施設） 

 

78.国際交流センターの整備 

 

80.維新ふるさと館展示更新事業 
 

 

20.街なか空き店舗活用事業、22.鹿児島ぶらりまち歩き推進事業、23.“ 美味のまち鹿児島”魅力づくり事業、 

23-2.”美味のまち鹿児島”づくりイベント支援事業、26.歴史資源を活用したまちづくり推進事業、 

26-3.明治維新 150 周年事業、27.頑張る商店街支援事業、32.朝を楽しむ観光推進事業、 

33.地域繁盛店づくり支援事業、34.都市型産業振興事業、36.かごしま春祭開催事業、 

44.文化薫る地域の魅力づくりプラン推進事業、60.中心市街地商店街活性化事業、 

61.中心市街地共同施設整備事業、64.観光イベント創出支援事業、66.鹿児島マラソン開催事業、 

68.外国人観光客受入事業、69.民間建築物耐震化補助事業、79.「まちゼミ」開催事業、 

81.大河ドラマ「西郷どん」プロジェクト推進等事業 

48.路面電車観光路線検討事業、50.バス車両購入事業、51.電車停留場上屋整備事業、 

53.都市交通システム整備事業、54.コミュニティサイクル導入検討事業、 

54-2.コミュニティサイクル導入事業、54-3.コミュニティサイクル運営事業、56.カゴシマシティビュー事業、 

57.まち巡りバス運行事業、76.超低床電車購入事業 



■変更前 

◇４章から８章までに掲げる事業及び措置の実施箇所 
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14.鹿児島市立病院建設事業 

 
49.交通局電車施設整備事業 

 

6.ＪＴ跡地緑地整備事業 

 

ＪＴ跡地 

11.中央町１９・２０番街区
市街地再開発事業 

 

9.鹿児島中央駅周辺一体的まちづくり推進事業 
鹿児島中央駅 

九州新幹線 

38.ゾウさんのはな通り活性化事業 

 

30.中央町１番街区等商業活性化事業 
（アミュプラザ鹿児島の増床など） 

37.かごしま中央駅祭開催事業 

 

41.テンテン天まち街興し事業 

 

47.路地庭プロジェクト 

 

46.照国表参道商店街ショッピングモール化事業 

 

31.天文館シネマパラダイスと周辺商店街連携事業 

 

25.わくわく福祉交流フェア事業 

19.アジア青少年芸術祭開催事業 

 13.鹿児島市立美術館施設整備事業 

 

12.市役所本庁舎整備事業 

 

21.新規創業者等育成支援事業 

45.遊覧船運航事業 

58.桜島フェリーよりみちク
ルーズ船運航事業 

 59.イルカはいるかな事業 

 

55.錦江湾魅力再発見クルー
ズ事業 

 

52.新船建造事業（環境にやさ
しい新船の建造） 

 

水族館 

ドルフィンポート 

29.かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会開催事業 

 

鹿児島港 

7.冬季光の回廊事業 

 

8.いづろ・天文館地区回遊空間づくり推進事業 

 

39.にぎわい通り大学等事業 

42.いづろ・天文館地区公衆無線ＬＡＮ整備事業 

 43.天文館千日町にぎわい創出検討事業 

 

5.天文館公園再整備事業 

 

4.加治屋町回遊空間整備事業
（清滝川の歩行空間整備） 

 

※中心市街地の各地区で実施する事業 

2.舗装新設・歩道整備事業 3.ブルースカイ計画事業 10.自転車走行ネットワーク形成事業 

16.みんなで参加わがまちづくり支援事業 17.安心安全パートナーシップ事業 

18.青色防犯パトロール隊活動費補助事業 

20.街なか空き店舗活用事業 

23.“ 美味のまち鹿児島”魅力づくり事業 

26.歴史資源を活用したまちづくり推進事業 32.朝を楽しむ観光推進事業 

34.都市型産業振興事業 
 

44.文化薫る地域の魅力づくりプラン推進事業 
 

53.都市交通システム整備事業 
 
 

56.カゴシマシティビュー事業 
 

51.電車停留場上屋整備事業 
 

22.鹿児島ぶらりまち歩き推進事業 

27.頑張る商店街支援事業 

33.地域繁盛店づくり支援事業 36.かごしま春祭開催事業 
 

54-3.コミュニティサイクル運営事業 
 

57.まち巡りバス運行事業 
 

48.路面電車観光路線検討事業 50.バス車両購入事業 
 
 

歴歴史史・・文文化化ゾゾーーンン  
((追追加加区区域域))  

いいづづろろ・・天天文文館館地地区区  

甲突川 

維新ふるさと館 
市立病院跡地 

市電 

稲荷川 

市役所 

施策区分の仕分け 4 章 市街地の整備改善 

 
5 章 都市福利施設の整備 

 
6 章 街なか居住の推進 7 章 商業の活性化 8 章 公共交通機関の利便増進 

 

N 

35.おぎおんさあ（祇園祭）開催事業 

24.街なかサービス推進事業 

 
15.東千石町１２番街区整備事業 

 

桜島フェリー 

ターミナル 

40.“We Love 天文館”活性化事業 

 

60.中心市街地商店街活性化事業 

61.中心市街地共同施設整備事業 

62.鹿児島駅周辺都市拠点総合整備事業 
（道路・地域生活基盤施設） 

 

54-2.コミュニティサイクル導入事業 
 

26-2.薩摩維新ふるさと博開催事業 

 

65.天文館ミリオネーション
開催事業 

 

天文館公園 

63.錦江湾潮風フェスタ開催事業 

 

鹿児島駅 

鹿鹿児児島島中中央央駅駅地地区区  

64.観光イベント創出支援事業 66.鹿児島マラソン開催事業 

28.おはら祭推進事業 

 

67.いづろ・天文館地区ＩＣＴイン
フラ整備・情報発信事業 

 

68.外国人観光客受入事業 
 

69.民間建築物耐震化補助事業 
 

54.コミュニティサイクル導入検討事業 
 

43-2.千日町１・４番街区市街地再開発事業 

70.甲突川リバーサイド
ウォーク整備事業 

71.市立病院跡地緑地整備事業 

72.県立博物館リニューアル事業 

 

73.コミュニティビジョン推進事業 

23-2.”美味のまち鹿児島”づくりイベント支援事業 

74.鶴丸城楼門建設事業 

75.鹿児島銀行新本店ビル建設事業 

76.超低床電車購入事業 

77.桜島フェリーロングクル
ーズ事業 

1.鹿児島駅周辺都市拠点総合整備事業 
（公園・地域生活基盤施設） 

 

79.「まちゼミ」開催事業 
 

78.国際交流センターの整備 

 


